
 

               

 

 

 

ワクチン接種に係る予算の専決について 
 

 

本日、新型コロナウイルスワクチン接種に要する予算のうち、接種体制の確保や医

療従事者、高齢者等への接種など、早期に契約が必要な経費についての予算を次のと

おり市長専決しました。 

 

◆ 市長専決処分した予算   令和２年度一般会計補正予算（第１３号） 

１３１，６２２千円（令和２年度予算） 

 ７３，３３９千円（令和３年度債務負担行為分） 

  

＜主な経費（債務負担行為含む）＞ 

 ・コールセンター開設・運営に係る経費   １０３，７２３千円 

 ・接種クーポン券の印刷・封入に係る経費    １１，５１６千円 

 ・予防接種台帳の改修に係る経費      ９，９７３千円 

 ・医療従事者等に対する予防接種に係る経費    ４５，５７１千円 

 

なお、ワクチン接種に係る総事業費は約１５．９億円を予定しており、残りの 

約１４．６億円（債務負担行為含む）については、令和３年度当初予算に計上す 

る予定です。 

 

 また、２月１日から会計年度任用職員を２名増員し、７名体制で円滑な接種に向け

事務を行ってまいります。 

担 当 課 
新型コロナワクチン

接種調整課 

担 当 者   本間、松田 

電    話 （073）488－5115 

資 料 提 供 

令和３年１月２５日 


